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平成22年度北海道総合通信局重点施策

北海道総合通信局の主な業務

１　「地デジ」完全移行に向けた強力な取組

２　デジタル・ディバイドの解消

３　安心・安全な電波利用環境の確保及び維持

４　ICT利活用による地域活性化

１　「地デジ」完全移行に向けた強力な取組

２　デジタル・ディバイドの解消

３　安心・安全な電波利用環境の確保及び維持

４　ICT利活用による地域活性化

　北海道総合通信局は総務省の情報通信行政を行う出先機関であ
り、情報通信施策の実施機関及び国民との窓口機関として、主に次
の業務を行っています。

・地デジの推進 ・放送局の免許等
・ケーブルテレビの許認可 ・無線局の免許等
・電気通信事業者の規律・監督 ・地域の情報化
・電波の有効利用の促進 ・電波の監視・監督
・不法電波障害の調査 ・信書便事業の監督

　北海道総合通信局は、ここ数年、ＩＣＴ（情報通信技術）による道
民の社会生活の利便性の向上や北海道経済の活性化を目指して、「地
デジ完全移行に向けた取組」、「デジタル・ディバイドの解消」、「電
波利用環境の維持」、「地域活性化に役立つＩＣＴ利活用」について
積極的に取り組んできました。
　平成22年度においても、これらの取組をより一層推進するため、
あらゆる機関と連携を深めながら、次の 4 項目を重点施策の柱と
して重点的・計画的に取り組んでいきます。
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